
～交通事故防止に向けたポイント～

自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう
自転車も車両です。交通ルールとマナーを守った安全運転をしましょう

車を運転するときは、しっかりと前を見て運転をしましょう
横断歩道の手前では減速し、横断歩行者がいる時は一時停止しましょう
「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転に努めましょう
ハンドルキーパー運動を促進するなど、飲酒運転根絶に努めましょう

道路を横断する時は、手を上げるなど横断の意思表示と安全確認をしましょう
夕暮れ時や夜間に外出する時は、反射材を着用しましょう 松江警察署
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基本を守って安全運転！
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広 報

歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

自転車、電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

～駐在所からの
お知らせ～

初心運転者の多い時期になりま
した。
運転に慣れている方も、慣れて

いない方も、より一層気を引き締め
て交通事故防止に努めましょう。
日頃、法定・指定速度を守れてい
ますか？
一時停止場所は停止線の手前で
一度止まっていますか？
基本の遵守が交通事故防止に
繋がります！


